
単価契約書（案） 
 
 
１  件 名  自 動 車 点 検 等 業 務 （ 福 井 県 内 ） の 単 価 契 約  
 
２  仕 様  仕 様 書 の と お り  
 
３  契 約 単 価     別 紙 「 契 約 金 額 」 の と お り  
 
４  契 約 期 間  契 約 締 結 の 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 ま で  
 
５  履 行 場 所  受 注 者 の 自 動 車 整 備 事 業 場 等  
 
６  検 査 場 所  「 別 添 庁 舎 一 覧 表 か ら 転 記 す る 」  
 
７  契 約 保 証 金     免 除  
 
 

上 記 件 名 （以下「業務」という。）について、支出負担行為担当官 北陸農政局長 川 合  
規 史 （以下「甲」という。）と、               （以下「乙」という。）とは、
上記各項及び次の契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 
 

 
契約条項 

 
 
（ 目  的 ）  
第 １ 条  甲 又 は 甲 の 指 定 し た 職 員 は 、 頭 書 の 業 務 を 必 要 と す る 場 合 は 、 数 量 、 履 行

年 月 日 、 そ の 他 業 務 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 発 注 書 を 発 行 し 、 こ れ を 乙 に 交 付
し て 履 行 の 指 示 を す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 前 項 に 定 め る 発 注 書 の 交 付 を 受 け た 場 合 は 、 当 該 発 注 書 に 従 い 、 頭 書 の
業 務 を 頭 書 の 契 約 単 価 を も っ て 、 確 実 に 履 行 し な け れ ば な ら な い 。  

３  こ の 契 約 に よ る 契 約 単 価 の 有 効 期 限 は 、 頭 書 の 契 約 期 間 と す る 。   
 
（ 履 行 期 限 の 延 長 ）  
第 ２ 条   乙 は 、 発 注 書 に 定 め る 期 日 内 に 業 務 を 完 了 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 あ

ら か じ め 、 甲 に 対 し 遅 滞 の 理 由 及 び 業 務 完 了 見 込 日 を 明 ら か に し た 書 面 を 提 出
し て 、 期 限 延 長 の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

 
（ 延 滞 金 ）  
第 ３ 条   甲 は 、 乙 が 発 注 書 に 定 め る 期 日 内 に 、 業 務 の 完 了 が で き な い 場 合 に お い て 、

そ の 後 甲 の 定 め る 期 限 ま で に 完 了 で き る 見 込 み が あ る と き は 、 乙 に 対 し 延 滞 金
を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 遅 滞 が 天 災 地 変 等 や む を 得 な い 理 由 に
よ る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 
２  前 項 の 延 滞 金 は 、 納 入 期 限 の 翌 日 か ら 納 入 日 ま で の 遅 滞 日 数 １ 日 に つ き 契 約 金

額 に 民 法 第 404 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 各 期 に お け る 法 定 利 率 を 乗 じ て 計 算 し た 額  
と す る 。 た だ し 、 そ の 金 額 が 100 円 未 満 で あ る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

３  第 １ 項 の 延 滞 金 の 請 求 は 、 甲 が こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 に お け る 違 約 金 の 請 求
を 妨 げ る も の で は な い 。  

 
（ 整 備 の 追 加 ）  
第 ４ 条  乙 は 、 第 １ 条 第 ２ 項 の 定 め に よ り 、 点 検 等 を 実 施 し よ う と す る と き 、 又 は
 実 施 し た 結 果 、 発 注 書 に 定 め ら れ た 内 容 以 外 の 追 加 整 備 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 、
 た だ ち に 甲 の 指 定 し た 職 員 に 通 知 す る と と も に 、 そ の 追 加 整 備 項 目 が 頭 書 の 契 約
 単 価 に 定 め の な い と き は 、 甲 と 協 議 す る も の と す る 。  
２  甲 は 、 前 項 の 乙 の 通 知 内 容 お よ び 費 用 が 適 当 で あ る と 判 断 し た 場 合 は 、 当 該 内
 容 に つ い て 本 契 約 と は 別 途 の 請 負 契 約 を 乙 と 締 結 す る も の と す る 。  
 
（ 検  査 ）  
第 ５ 条  乙 は 、 業 務 を 履 行 し よ う と す る と き は 、 そ の 旨 を 甲 に 通 知 し 、 完 了 届 を 提

出 し て 甲 の 命 じ た 職 員 （ 以 下 「 検 査 職 員 」 と い う 。 ） の 検 査 を 受 け な け れ ば な
ら な い 。  

２  検 査 職 員 は 、 前 項 の 通 知 を 受 け た 日 か ら １ ０ 日 以 内 に 当 該 業 務 に つ い て 検 査 を
行 う 。  



３   乙 は 、 検 査 に 立 ち 会 い 、 検 査 職 員 の 指 示 に し た が っ て 業 務 の 検 査 に 必 要 な 作 業
を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、 乙 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わ な い と き は 、 検 査 職 員 は 乙
の 欠 席 の ま ま 検 査 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に は 、 乙 は 検 査 の 結 果 に つ い
て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き な い 。  

 
（ 損 失 負 担 ）  
第 ６ 条  乙 は 、 業 務 に つ い て 甲 に 損 害 を 与 え た と き は 、 直 ち に 甲 に 報 告 を し 、 損 害

を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  
２  乙 は 、 業 務 に つ い て 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 直 ち に 甲 に 報 告 を し 、 乙 の

負 担 に お い て 賠 償 す る も の と す る 。 た だ し 、 そ の 損 害 の 発 生 が 甲 の 責 に 帰 す べ
き 事 由 に よ る と き は そ の 限 度 内 に お い て 甲 の 負 担 と す る 。  

３  乙 は 、 乙 の 責 に 帰 さ な い 事 由 に よ る 損 害 に つ い て は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定
に よ る 賠 償 の 責 を 負 わ な い 。  

 
（ 代 金 の 請 求 及 び 支 払 ）  
第 ７ 条   乙 は 、 業 務 を 完 了 し た と き は 、 毎 月 分 を と り ま と め 、 翌 月 に 書 面 を も っ て

甲 に 代 金 支 払 い の 請 求 を す る 。 た だ し 、 請 求 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き
は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 を 請 求 す る も の と す る 。  

２   甲 は 、 乙 が 提 出 す る 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 （ 以 下 「 約
定 期 間 」 と い う 。 ） に 請 求 金 額 を 乙 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 受 理
し た 支 払 請 求 書 が 不 当 の た め 、 乙 に 返 送 し た 場 合 に は 、 甲 が そ の 返 送 し た 日 か
ら 乙 の 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日 ま で の 期 間 は 、 こ れ を 約 定 期 間 に 算 入 し
な い 。  

 
（ 支 払 遅 延 利 息 ）  
第 ８ 条  乙 は 、 甲 が 約 定 期 間 内 に 代 金 を 支 払 わ な い と き は 、 甲 に 対 し 、 遅 延 利 息 を

請 求 す る こ と が で き る 。  
２  前 項 の 遅 延 利 息 は 、 遅 延 日 数 １ 日 に つ き 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ５ ６ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 率 で 計 算 し た 額 と す
る 。 た だ し 、 遅 延 利 息 の 額 が １ ０ ０ 円 未 満 で あ る と き は 、 甲 は 前 項 の 規 定 に か
か わ ら ず 、 遅 延 利 息 を 支 払 う こ と を 要 し な い 。 ま た 、 １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 に つ
い て は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

３  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 場 合 に お い て 、 支 払 遅 延 が 天 災 地 変 等 や む を え な い 理 由 に
よ る と き は 、 当 該 理 由 の 継 続 す る 期 間 は こ れ を 約 定 期 間 に 算 入 せ ず 、 ま た 、 遅
延 利 息 を 支 払 う 日 数 に 計 算 し な い も の と す る 。  

 
（ 保 証 ）  
第 ９ 条  乙 は 、 当 該 業 務 の 完 了 後 ６ か 月 、 ま た は 当 該 業 務 を 実 施 し た 対 象 車 両 が 、
 業 務 を 完 了 し た と き か ら の 走 行 距 離 が １ 万 キ ロ メ ー ト ル に 達 し た と き の い ず れ か
 早 い 日 ま で の 期 間 に お い て 、 業 務 を 実 施 し た 箇 所 に 、 当 該 業 務 が 原 因 で 不 具 合 が
 生 じ た 場 合 で あ っ て 、 か つ 、 そ の 不 具 合 が 当 該 業 務 が 原 因 で 生 じ た も の と 乙 が 認
 め た と き は 、 そ の 不 具 合 箇 所 を 乙 の 負 担 に お い て 再 度 整 備 す る も の と す る 。 そ の
 他 、 保 証 の 詳 細 は 、 乙 の 発 行 す る 整 備 保 証 書 に よ る 。  
 
（ 契 約 の 変 更 ）  
第 10 条  経 済 情 勢 の 激 変 等 に よ り 、 頭 書 に 定 め る 契 約 単 価 が 著 し く 不 適 当 で あ る

と 認 め ら れ る 場 合 は 、 甲 、 乙 協 議 し て 契 約 変 更 す る こ と が で き る 。  
 
（ 甲 の 催 告 に よ る 解 除 権 ）  
第 11 条  甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 に お い て 、 相 当 の 期 間 を 定 め て

そ の 履 行 の 催 告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 こ の 契 約 の 全 部 又 は 一
部 を 解 除 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 期 間 を 経 過 し た 時 に お け る 債 務 の 不
履 行 が そ の 契 約 及 び 取 引 上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 軽 微 で あ る と き は 、 こ の 限 り
で な い 。  
(1) 乙が履行期限までに、業務を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明

らかなとき。 
(2) 業務が第５条の規定による検査に合格しなかったとき。 
(3) 前２号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 
(4) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があった

とき。 
 
（ 甲 の 催 告 に よ ら な い 解 除 権 ）  
第 11 条 の ２  甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 直 ち に 契 約 の 解

除 を す る こ と が で き る 。  



 ( 1 )  業 務 の 全 部 の 履 行 が 不 能 で あ る と き 。  
(2) 乙 が そ の 業 務 の 全 部 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 明 し た と き 。  
(3) 業 務 の 一 部 の 履 行 が 不 能 で あ る 場 合 又 は 乙 が そ の 業 務 の 一 部 の 履 行 を 拒 絶 す

る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た 場 合 に お い て 、 残 存 す る 部 分 の み で は 契 約 を し た 目 的
を 達 す る こ と が で き な い と き 。  

 (4) 契 約 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は 一 定 の 期 間 内 に 履
行 を し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 に 達 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、 乙 が
履 行 を し な い で そ の 時 期 を 経 過 し た と き 。  

(5) 乙 に 破 産 手 続 開 始 、 再 生 手 続 開 始 又 は 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が あ る な ど 、 経
営 状 態 が 著 し く 不 健 全 と 認 め ら れ る と き 。  

(6) 乙 が 、 制 限 行 為 能 力 者 と な り 又 は 居 所 不 明 に な っ た と き 。  
(7) 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 乙 が そ の 業 務 の 履 行 を せ ず 、 乙 が 前 条 の 催 告 を

し て も 契 約 を し た 目 的 を 達 す る の に 足 り る 履 行 が さ れ る 見 込 み が な い こ と が 明
ら か で あ る と き 。  

２  次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 甲 は 、 前 条 の 催 告 を す る こ と な く 、 直 ち に 契 約 の 一 部 を
解 除 す る こ と が で き る 。  
(1) 業 務 の 一 部 の 履 行 が 不 能 で あ る と き 。  
(2) 乙 が そ の 業 務 の 一 部 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。  

 
（ 甲 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 ）  
第 11 条 の ３  業 務 の 不 履 行 が 甲 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、

甲 は 、 前 ２ 条 の 規 定 に よ る 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き な い 。  
 
（ 甲 の 任 意 解 除 権 ）  
第 11 条 の ４  甲 は 、 第 11 条 又 は 第 11 条 の ２ に 定 め る 場 合 の ほ か 、 甲 の 都 合 に よ

り 必 要 が あ る 場 合 は 、 こ の 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。 こ の
場 合 、 甲 は 乙 に 対 し て 契 約 の 解 除 前 に 発 生 し た 乙 の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。  

 
（ 甲 の 損 害 賠 償 請 求 等 ）  
第 11 条 の ５  甲 は 、 乙 が そ の 業 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な い と き 又 は 業 務 の 履

行 が 不 能 で あ る と き は 、 甲 は 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と
が で き る 。 た だ し 、 そ の 業 務 の 不 履 行 が 契 約 そ の 他 の 業 務 の 発 生 原 因 及 び 取 引
上 の 社 会 通 念 に 照 ら し て 乙 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ る も の で あ
る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 損 害 賠 償 の 請 求 を す る こ と が で き る 場 合 に お い て 、 甲 は 、 次
に 掲 げ る と き は 、 業 務 の 履 行 に 代 わ る 損 害 賠 償 の 請 求 を す る こ と が で き る 。  
(1) 業 務 の 履 行 が 不 能 で あ る と き 。  
(2) 乙 が そ の 業 務 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。  
(3) 業 務 が 契 約 に よ っ て 生 じ た も の で あ る 場 合 に お い て 、 そ の 契 約 が 解 除 さ れ 、

又 は 業 務 の 不 履 行 に よ る 契 約 の 解 除 権 が 発 生 し た と き 。  
 
（ 違 約 金 ）  
第 12 条  乙 は 、 第 11 条 又 は 第 11 条 の ２ の 規 定 に よ り 、 こ の 契 約 の 全 部 又 は 一 部

を 甲 に よ り 解 除 さ れ た 場 合 は 、 違 約 金 と し て 解 除 部 分 に 対 す る 金 額 の 100 分 の 1
0 に 相 当 す る 金 額 を 甲 に 対 し て 支 払 う も の と す る 。 た だ し 、 そ の 金 額 が 100 円 未
満 で あ る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 違 約 金 の ほ か に 、 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 延 滞 金 が 生 じ て
い る と き は 、 乙 は 甲 に 対 し 当 該 延 滞 金 を 併 せ て 支 払 う も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 直 接 及 び 間 接 の 損 害 の 額 が 、 違 約 金 の 額 を 超 過 す
る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 超 過 分 の 損 害 に つ き 、 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な
い も の と す る 。  

 
（ 乙 の 解 除 権 ）  
第 13 条  乙 は 、 甲 が そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 契 約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場

合 に お い て は 、 相 当 の 期 間 を 定 め て そ の 履 行 を 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な
い と き は 、 こ の 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 乙 が 乙 に 生 じ た 実 際 の 損 害 に つ き 、 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ
な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 損 害 賠 償 の 請 求 は 、 解 除 の 日 か ら 30 日 以 内 に 書 面 に よ り 行
う も の と す る 。  

 
（ 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 解 除 ）  
第 14 条  甲 は 、 こ の 契 約 に 関 し 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 何 ら の 催

告 を 要 せ ず 、 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。  
  (1) 公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引



の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ５ ４ 号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い  
う 。 ） 第 ７ 条 若 し く は 第 ８ 条 の ２ （ 同 法 第 ８ 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 該 当 す る
行 為 の 場 合 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 排 除 措 置 命 令 を 行 っ た と き 、 同 法 第 ７ 条
の ２ 第 １ 項 （ 同 法 第 ８ 条 の ３ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の
規 定 に よ る 課 徴 金 納 付 命 令 を 行 っ た と き 又 は 同 法 第 ７ 条 の ４ 第 ７ 項 若 し く は
第 ７ 条 の ７ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 課 徴 金 の 納 付 を 命 じ な い 旨 の 通 知 を 行 っ た と
き 。  

 
  (2)  乙 又 は 乙 の 代 理 人 （ 乙 又 は 乙 の 代 理 人 が 法 人 に あ っ て は 、 そ の 役 員 又 は 使 用

人 を 含 む 。 ） が 刑 法 （ 明 治 ４ ０ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） 第 ９ ６ 条 の ６ 若 し く は 第  
 １ ９ ８ 条 又 は 独 占 禁 止 法 第 ８ ９ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ９ ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 の
規 定 に よ る 刑 の 容 疑 に よ り 公 訴 を 提 起 さ れ た と き 。  

２  乙 は 、 こ の 契 約 に 関 し て 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 が 前 項 各 号 に 該 当 し た 場 合 に は 、
速 や か に 、 当 該 処 分 等 に 係 る 関 係 書 類 を 甲 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 
（ 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 違 約 金 ）  
第 15 条  乙 は 、 こ の 契 約 に 関 し 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 甲 が 前 条 に よ

り 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 す る か 否 か に か か わ ら ず 、 契 約 期 間 中 に 必 要 と す
る 数 量 に 契 約 単 価 を 乗 じ て 得 た 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し
て 甲 が 指 定 す る 期 日 ま で に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

  (1) 公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 独 占 禁 止 法 第 ７ 条 又 は 第 ８ 条
の ２ （ 同 法 第 ８ 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 該 当 す る 行 為 の 場 合 に 限 る 。 ） の 規 定
に よ る 排 除 措 置 命 令 を 行 い 、 当 該 排 除 措 置 命 令 が 確 定 し た と き 。  

  (2) 公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 独 占 禁 止 法 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項
（ 同 法 第 ８ 条 の ３ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る
課 徴 金 納 付 命 令 を 行 い 、 当 該 納 付 命 令 が 確 定 し た と き 。  

  (3) 公 正 取 引 委 員 会 が 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 に 対 し て 独 占 禁 止 法 第 ７ 条 の ４ 第 ７ 項
又 は 第 ７ 条 の ７ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 課 徴 金 の 納 付 を 命 じ な い 旨 の 通 知 を 行 っ
た と き 。  

 (4) 乙 又 は 乙 の 代 理 人 （ 乙 又 は 乙 の 代 理 人 が 法 人 に あ っ て は 、 そ の 役 員 又 は 使 用
人 を 含 む 。 ） に 係 る 刑 法 第 ９ ６ 条 の ６ 若 し く は 第 １ ９ ８ 条 又 は 独 占 禁 止 法 第
 ８ ９ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ９ ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 刑 が 確 定 し た と
き 。  

２  乙 は 、 前 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 し 、 か つ 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き
は 、 前 項 の 契 約 期 間 中 に 必 要 と す る 数 量 に 契 約 単 価 を 乗 じ て 得 た 額 の １ ０ ０ 分
の １ ０ に 相 当 す る 額 の ほ か 、 契 約 期 間 中 に 必 要 と す る 数 量 に 契 約 単 価 を 乗 じ て
得 た 額 の １ ０ ０ 分 の ５ に 相 当 す る 額 を 違 約 金 と し て 甲 が 指 定 す る 期 日 ま で に 支
払 わ な け れ ば な ら な い 。  

  (1) 前 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 確 定 し た 納 付 命 令 に つ い て 、 独 占 禁 止 法 第 ７ 条 の ３ 第
１ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る と き 。  

  (2) 前 項 第 ４ 号 に 規 定 す る 刑 に 係 る 確 定 判 決 に お い て 、 乙 又 は 乙 の 代 理 人 （ 乙 又
は 乙 の 代 理 人 が 法 人 に あ っ て は 、 そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ） が 違 反 行 為
の 首 謀 者 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た と き 。  

  (3) 乙 が 甲 に 対 し 、 独 占 禁 止 法 等 に 抵 触 す る 行 為 を 行 っ て い な い 旨 の 誓 約 書 を 提
出 し て い る と き 。  

３  乙 は 、 契 約 の 履 行 を 理 由 と し て 、 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 違 約 金 を 免 れ る こ と が で
き な い 。  

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 の 額 が 違 約 金 の 額 を 超 過 す
る 場 合 に お い て 、 甲 が そ の 超 過 分 の 損 害 に つ き 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も
の で は な い 。  

 
（ 相 殺 等 ）  
第 16 条  甲 が 乙 に 対 し て 、 こ の 契 約 に 基 づ く 延 滞 金 、 違 約 金 又 は 賠 償 金 に 関 し 金

銭 債 権 を 有 す る と き は 、 こ れ と 乙 が 甲 に 対 し 、 こ の 契 約 に 基 づ い て 有 す る 支 払
代 金 額 の 金 銭 債 権 と を 相 殺 す る こ と が で き る 。  

２  乙 が こ の 契 約 に 基 づ く 延 滞 金 、 違 約 金 又 は 賠 償 金 を 、 甲 の 指 定 す る 期 限 ま で に
納 付 し な い と き は 、 甲 は 、 乙 か ら 遅 滞 日 数 １ 日 に つ き 民 法 第 404 条 第 ４ 項 に 規
定 す る 各 期 に お け る 法 定 利 率 を 乗 じ て 計 算 し た 遅 滞 金 を 徴 収 す る 。  

 
（ 秘 密 の 保 持 ）  
第 17 条  乙 は 、 こ の 契 約 の 実 施 に 際 し て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を こ の 契 約 の 終 了

後 に お い て も 、 第 三 者 に 漏 ら し 、 又 は ほ か の 目 的 に 利 用 し て は な ら な い 。  
 
（ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 ）  
第 18 条  乙 は 、 こ の 契 約 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務 を 書 面 に よ る 甲 の 承 諾 を 得 ず



に 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。 た だ し 、 信 用 保 証 協 会 法 （ 昭
和 ２ ８ 年 法 律 第 １ ９ ６ 号 ） に 基 づ き 設 立 さ れ た 信 用 保 証 協 会 、 資 産 の 流 動 化 に
関 す る 法 律 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 特 定 目 的 会
社 、 信 託 業 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 信 託 会 社
又 は 中 小 企 業 信 用 保 険 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ５ ０ 号 ） 第 １ 条 の ３ に 規
定 す る 金 融 機 関 に 対 し て 売 掛 債 権 を 譲 渡 す る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で は な
い 。  

２  乙 が こ の 契 約 に よ り 行 う こ と と さ れ た す べ て の 給 付 を 完 了 す る 前 に 、 前 項 た だ
し 書 に 基 づ い て 売 掛 債 権 の 譲 渡 を 行 い 、 甲 に 対 し て 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８
９ 号 ） 第 ４ ６ ７ 条 又 は 動 産 及 び 債 権 の 譲 渡 の 対 抗 要 件 に 関 す る 民 法 の 特 例 等 に
関 す る 法 律 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 １ ０ ４ 号 。 以 下 「 債 権 譲 渡 特 例 法 」 と い う 。 ）
第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 通 知 又 は 承 諾 の 依 頼 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 甲 は 、
乙 に 対 し て 有 す る 請 求 債 権 に つ い て 、 譲 渡 対 象 債 権 金 額 と 相 殺 し 、 又 は 、 譲 渡
対 象 債 権 金 額 を 軽 減 す る 権 利 そ の 他 一 切 の 抗 弁 権 を 保 留 す る 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 譲 受 人 が 甲 に 対 し て 債 権 譲 渡 特 例 法 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定
す る 通 知 又 は 民 法 第 ４ ６ ７ 条 若 し く は 同 項 に 規 定 す る 承 諾 の 依 頼 を 行 っ た 場 合 に
つ い て も 同 様 と す る 。  

４  第 １ 項 た だ し 書 に 基 づ い て 乙 が 第 三 者 に 売 掛 債 権 の 譲 渡 を 行 っ た 場 合 に お い  
て は 、 甲 が 行 う 弁 済 の 効 力 は 、 甲 が 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 勅 令 第
１ ６ ５ 号 ） 第 ４ ２ 条 の ２ に 基 づ き 、 セ ン タ ー 支 出 官 に 対 し て 支 出 の 決 定 の 通 知
を 行 っ た 時 点 で 生 ず る も の と す る 。  

 
（ 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 ）  
第 19 条  甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契

約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  
(1) 法 人 等 （ 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ） の 役 員 等 （ 乙 が 個 人 で あ る 場 合 に は

そ の 者 、 乙 が 法 人 で あ る 場 合 に は そ の 役 員 又 は そ の 支 店 若 し く は そ の 営 業 所
（ 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 ） の 代 表 者 、 乙 が 団 体 で あ る 場 合 は 代
表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）
が 、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法
律 第 77 号 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 暴 力
団 員 （ 同 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と
認 め ら れ る と き 。  

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又 は 第 三 者
に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し た と 認
め ら れ る と き 。  

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与
す る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関
与 し て い る と 認 め ら れ る と き 。  

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 不 当 に 利 用 す
る な ど し て い る と 認 め ら れ る と き 。  

(5) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る
と 認 め ら れ る と き 。  
 

（ 行 為 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 ）  
第 20 条  甲 は 、 乙 が 自 ら 又 は 第 三 者 を 利 用 し て 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 行 為 を し

た 場 合 は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  
(1) 暴 力 的 な 要 求 行 為  
(2) 法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為  
(3) 取 引 に 関 し て 脅 迫 的 な 言 動 を し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為  
(4) 偽 計 又 は 威 力 を 用 い て 契 約 担 当 官 等 の 業 務 を 妨 害 す る 行 為  
(5) そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為  

 
（ 表 明 確 約 ）  
第 21 条  乙 は 、 第 19 条 及 び 第 20 条 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と を 表 明 し 、

か つ 、 将 来 に わ た っ て も 該 当 し な い こ と を 確 約 す る も の と す る 。  
 
（ 損 害 賠 償 ）  
第 22 条  甲 は 、 第 19 条 及 び 第 20 条 の 規 定 に よ り こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ

れ に よ り 乙 に 生 じ た 損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は 要 し な い 。  
２  乙 は 、 甲 が 第 19 条 及 び 第 20 条 の 規 定 に よ り こ の 契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、

甲 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。  
 
（ 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 ）  
第 23 条  乙 は 、 自 ら が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 社 会 運 動 ・ 政 治 運 動 標 ぼ う ゴ ロ 等 の



反 社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当 介 入 （ 以 下 「 不 当 介 入 」 と い
う 。 ） を 受 け た 場 合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 速 や か に 不 当 介 入 の 事 実 を 甲 に 報 告 す
る と と も に 、 警 察 へ の 通 報 及 び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。  

 
（ 契 約 に 関 す る 紛 争 の 解 決 ）  
第 24 条   こ の 契 約 に 関 し 、 甲 と 乙 と の 間 に 紛 争 を 生 じ た と き は 、 甲 乙 協 議 の 上 、

一 致 し て 指 名 す る 者 に 調 停 を 依 頼 す る も の と す る 。  
 
（ そ の 他 ）  
第 25 条   こ の 契 約 書 に 定 め な い 事 項 に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 甲 乙 協 議 の 上 、 定

め る も の と す る 。  
 
 
 
    以 上 の 契 約 の 証 と し て 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 当 事 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自 １ 通

を 保 有 す る 。  
 
 
  令 和   年   月   日  
 
 
               甲  石 川 県 金 沢 市 広 坂 ２ － ２ － ６ ０  
                 支 出 負 担 行 為 担 当 官  
                 北 陸 農 政 局 長  川 合  規 史  
 
                                       
 
 
 
               乙    
                    
                    
 



（税抜き）

単位
単　価

　　　　　　　　　　　　　（円）

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

乗用自動車 式

式

式

乗用自動車 式

式

式

運転席 式

助手席 式

後窓 式

運転席 式

助手席 式

後窓 式

運転席 式

助手席 式

後窓 式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

各種ベルト交換

乗用自動車

貨物自動車

軽自動車

乗用自動車

貨物自動車

軽自動車

エンジンオイル＆エレメント交換 貨物自動車

軽自動車

ﾜｲﾊﾟｰﾌﾞﾚｰﾄﾞｺﾞﾑ交換

乗用自動車

貨物自動車

軽自動車

エアコンフィルター交換

乗用自動車

貨物自動車

軽自動車

乗用自動車

スパークプラグ交換

エアクリーナーエレメント交換 貨物自動車

軽自動車

６ヶ月点検（４ナンバー）

車検整備（５ナンバー）

車検整備（３ナンバー）

車検整備（４ナンバー）

車検整備（軽自動車）

１２ヶ月点検（５ナンバー）

契約金額（福井県拠点）

件名（項目）

乗用自動車

貨物自動車

軽自動車

ロングライフクーラント交換

１２ヶ月点検（３ナンバー）

１２ヶ月点検（軽自動車）

保安確認検査

継続検査代行

車両陸送

貨物自動車

スチーム洗浄

下回防錆処理

エンジンオイル交換

軽自動車



（税抜き）

単位
単　価

　　　　　　　　　　　　　（円）
件名（項目）

式

式

式

式

式

式

（注）「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第２８条第１項　及び第２９条の規定により算出したも
の並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定により算出されたもので、契約金額に１００分の
１０を乗じて得た額である。

車内清掃・洗車

タイヤ装着脱着

バッテリー交換

Q-55

55B24L

26B17L

34B19R

発煙筒交換


